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平成16年 8月31日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

規
　
則

◯
秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
二
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
三
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

訓
　
令

◯
秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
四
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
３

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
二
―
一
（
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
３

◯
人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
五
十
二
号

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
室
を
」
を
「
室
及
び
セ
ン
タ
ー
を
」
に
改
め
、
同
項
の
表
総
務
部
の
項
中

「
総
務
課
｜
　
　
　
　
　
　
　
　
」
を
「
総
務
課
｜
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
室
、
」
を
「
室
及
び
セ
ン
タ
ー
、
」
に
、

「
又
は
室
」
を
「
、
室
又
は
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
五
条
総
務
課
の
項
中
第
二
十
八
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
三
　
給
与
の
支
出
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
支
出
命
令
（
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
審
査
に
関
す
る
こ

と
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
四

号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
十
三
条
会
計
課
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十

九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
五
十
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
六
号
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
の
備
考
一
中
「
第
二
十
三
号
」
を
「
第
二
十
四
号
」
に
改
め
、

同
表
の
備
考
五
中
「
室
」
の
下
に
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
八
号
」
を
「
第
四
十
九
号
」
に
、
「
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一

号
ま
で
」
を
「
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
条

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
総
務
課
の
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
九

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四
　
集
中
処
理
に
係
る
旅
費
の
支
出
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
十
四
号
」
を
「
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年

十
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
改
正
）

２

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

六

総
務
事
務

セ
ン
タ
ー

長

総
務
課
総
務

事
務
セ
ン
タ

ー

上
司
の
命
を
受
け
て
、
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。
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改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
室
」
の
下
に
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に

改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
十
三
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
（
室
」
の
下
に
「
、
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
項
第
一

号
の
表
□
の
項
中
「
行
う
も
の
」
の
下
に
「
（
給
与
及
び
共
済
費
の
集
中
処
理
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
（一）
を
削
り
、
（二）
を
（一）
と
し
、
（三）
を
（二）
と
し
、
（四）
を
（三）
と
し
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項

（一）

集
中
処
理
に
係
る
給
与
及
び
共
済
費
（
教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
に
係
る
給
与
及
び
共

済
費
を
除
く
。
）
の
支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
六
項
中
「
と
す
る
。
」
を
削
り
、
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ

ー
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
班
長
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
班
長
が
不
在
の
と
き
は
、
上

席
主
幹
等
で
当
該
事
務
を
担
当
す
る
班
に
属
す
る
者
の
う
ち
、
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
が
指

定
す
る
も
の
）
が
」
を
加
え
、
「
、
次
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
八
項
を
第
十
項
と
し
、
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五

項
を
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
副
出
納
員
が
不
在
の
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
知
事
が
指
定
す
る
者
が
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
委
任

さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
当
該
事
務
を
担
当
す
る
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
上
席
主
幹
（
総
務
課

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
上
席
主
幹
を
置
か
な
い
と
き
は
、
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
主
幹
）
の
職

に
あ
る
副
出
納
員
（
当
該
副
出
納
員
を
置
か
な
い
と
き
又
は
当
該
副
出
納
員
が
不
在
の
と
き
は
、

当
該
事
務
を
担
当
す
る
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
副
主
幹
の
職
に
あ
る
副
出
納
員
）
が
代
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
表
総
務
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
に
委
任
さ
れ
た
事
務

の
う
ち
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
班
長
で
あ
る
副
出
納

員
が
専
決
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
の
表
総
務
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
号
の
表
総
務
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

（ ）十六

総
務
部

総
務
課
総
務

事
務
セ
ン
タ

ー
長

税

務

課

長

給
与
（
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の

報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の

規
定
に
基
づ
い
て
支
給
す
る
報
酬
、
退
職
手

当
及
び
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律

第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
す

る
手
当
を
除
く
。
）
及
び
共
済
費
（
職
員
共

済
費
に
限
る
。
）
に
関
す
る
出
納
長
の
事
務

（
支
払
を
除
く
。
）

当
該
課
に
属
す
る
県
税
の
収
納
事
務

総
務
部

総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
上
席
主
幹
、
総
務

課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
主
幹
及
び
総
務
課
総
務

事
務
セ
ン
タ
ー
副
主
幹

税
務
課
上
席
主
幹
、
税
務
課
主
幹
及
び
税
務
課

副
主
幹

総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長

の
職
に
あ
る
出
納
員
の
事
務
を

補
助
執
行
す
る
。

税
務
課
長
の
職
に
あ
る
出
納
員

の
事
務
を
補
助
執
行
す
る
。

総
務
部

総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
に
属
す
る
セ
ン
タ

ー
長
、
上
席
主
幹
、
主
幹
及
び
副
主
幹
以
外
の

職
員

税
務
課
に
属
す
る
課
長
、
上
席
主
幹
、
主
幹
及

び
副
主
幹
以
外
の
職
員

上
司
の
命
を
受
け
て
出
納
員
の

事
務
を
補
助
執
行
す
る
。



平成16年 8月31日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

第
八
十
五
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例

第
三
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
九
十
三
条
第
四
号
中
「
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
」
を
削
る
。

第
百
十
七
条
第
三
号
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め

る
。

「

「

別
表
第
一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

」
附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
訓
令
第
十
四
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
本
庁
の
課
長
等
印
の
項
中
「
室
長
」
の
次
に
「
、
セ
ン
タ
ー
長
」
を
加
え
、
同
表
の

備
考
二
中
「
及
び
室
」
を
「
、
室
及
び
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
九
年
秋
田
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
部
長
（
局
長
）
の
項
、
課
長
（
室
長
）
（
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
）
の
項
及
び
地
域
振
興

局
の
部
長
等
の
項
中
「
室
長
」
の
次
に
「
、
セ
ン
タ
ー
長
」
を
加
え
、
同
表
中
「
（
室
　
長
）
」

「
（
室
　
　
　
長
）

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
の
備
考
１
中
「
組
織
規
則
第
３
条
第
１
項
」
を
「
同
条

（
セ
ン
タ
ー
長
）
」

第
１
項
」
に
改
め
、
「
室
の
長
を
い
い
」
の
次
に
「
、
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
は
同
項
に
規
定
す
る

セ
ン
タ
ー
の
長
を
い
い
」
を
加
え
る
。

（
秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
室
（
」
の
下
に
「
同
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
加
え

る
。第

三
条
第
三
項
中
「
室
長
（
」
の
下
に
「
セ
ン
タ
ー
長
及
び
」
を
加
え
る
。

（
秋
田
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

秋
田
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
程
（
平
成
九
年
秋
田
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
室
」
を
「
、
室
及
び
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
二
―
一
（
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
二
―
一
（
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
二
―
一
（
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
第
八
項
」
に
、
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
、

「
事
務
局
と
」
を
「
「
事
務
局
」
と
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

３

総
務
事
務
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
推
進
チ

ー
ム
リ
ー
ダ
ー

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長

総
務
事
務
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
推
進
チ

ー
ム
リ
ー
ダ
ー

チ

訓
　
　
　
　
　
　
令

人

事

委

員

会

規

則

室
長
　
　
　
　
　
、
セ
ン
タ
ー
長

室
長
　
　
　
　
　
、
セ
ン
タ
ー
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
室
　
長
）

（
室
　
　
　
長
）

組
織
規
則
第
３
条
第
１
項
　
　
　
同
条

（
セ
ン
タ
ー
長
）

第
１
項
　
　
　
　
　
　
室
の
長
を
い
い
　
　
　
　
　
、
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
は
同
項
に
規
定
す
る

セ
ン
タ
ー
の
長
を
い
い
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平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
中
「
児
童
生
活
支
援
員
」
の
下
に
「
、
精
神
保
健
福
祉
士
」
を
加
え
、
同
表
第

四
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
知
事
部
局
本
庁
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
（
本
庁
）
の
項
中
「
課
長
　
室
長
」
を
「
課
長
　
室
長
　
総
務
事
務

セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
同
表
出
納
局
の
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長
　
技
術
管
理
監
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

４

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

課
長

室
長

チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー

考
査
員

政
策
監

防
災
監

試
験
研
究
対

策
監

技
術
管
理
監

課
長

室
長

総
務
事
務
セ

ン
タ
ー
長

チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー

考
査
員

政
策
監

防
災
監

試
験
研
究
対

策
監

技
術
管
理
監


